
別紙１ 

仕様書 
ＡＥＤ (自動体外式除細動器) 

1 はじめに 

本仕様が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても製品として当然備える

事項については完備しているものとする。 

2 数量及び品名・品質(仕様) 

物品内訳書のとおり。 

ただし、品質については、未開封の新品とする。 

3 契約の方法 

総価契約とし、納入に係る費用等は全て各品目毎の単価に含めることとする。 

なお、この契約において受注者を除く第三者間との契約調印には応じない。 

4 納入期限・納入場所及び納入方法等 

(1) 納入期限 

契約締結後から令和８年８月 14日(金曜日)までとする。 

ただし、契約締結の上は、納入準備が整い次第、速やかに納入すること。 

(2) 納入方法 

受注者は契約に基づき中部森林管理局総務課へ納入すること。 

(3) 納入時における注意事項 

受注者は、納入に当たっては、事前に総務課安全衛生係と連絡を取り、日程の調整を行うものとする。 

納品書及び受領書(納品先の宛先・商品名・数量・納入日を記載)を添付し、必ず納品先の検査を受けること。 

納入は、原則として閉庁日を除く 8時 30分から 17時 00分の間に行うものとする。 

(4) 上記(3)の作業中は、施設の調度を毀損しないよう、また、危険、盗難等の事故には万全の注意を払い、危険回避

のために必要な安全対策を講じること。 

万一、作業中に事故等が発生した場合には、人命の安全を優先するとともに、二次災害の防止に努め、速やかに

納入場所の担当職員に報告すること。 

また、作業中に発生した毀損に係る補修等は、故意または過失にかかわらず全て受注者が補償するものとする。 

5 アフターケア 

(1) 窓口について 

障害発生時の窓口は、受注者に一本化し、受注者はこれについて製造者の如何に関わらず、誠意を持って迅速に

対応すること。 

(2) 不良品について 

受注者は、使用途中の納入物品であってもこれを無償で交換すること。 

なお、不良品の返品に係る送料及び交換品の納付に係る送料は受注者が負担するものとする。 

(3) 納入物品に起因する被災について 

使用者が納入物品を正常に使用(使用者側の不注意、使用方法及び保管方法に過失がない場合のこと)しているに

も関わらず、当該納入物品が原因で使用者の財産及び備品等が被災した場合において受注者側 は、これを補償す

ること。 

6 その他 

(1) 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。 

(2) 本契約等で知り得た情報(公知の情報を除く)は守秘義務を厳守し、第三者に開示、漏洩または、他の目的 に使用

してはならない。



ＡＥＤ(自動体外式除細動器)購入数及び納品場所内訳書 

物品番号 品 名 
品 質 ・ 規 格 ・ 品 名(例示品) 

数量 納入先 
規 格 メーカー 型 番 

1 ＡＥＤ(自動体外式除細動器) 
レスキューハート 

ＨＤＦ－３５００ 
オムロン HDF-3500SETC1 2 台 

中部森林管理局 総務課 
 

2 除細動パッドパック 
交換用バッテリー一体型除

細動パッドパック 

 

オムロン HDF-PD-3150 13 個 
中部森林管理局 総務課 
  

納入先住所等 

連絡先 中部森林管理局 総務課 

住所 長野県長野市大字栗田７１５－５ 

郵便番号 ３８０－８５７５ 

電話 ０５０－３１６０－６５３６ 

 


